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『 医療 口介護・健康関連サービスの需要に見合つた産業育成と雇用の創
出、新規市場約 50兆円、新規雇用 284万人』

(医療・介護・健康関連産業を成長牽引産業へ)

我が国は、国民皆保険制度の下、低コス トで質の高い医療サービスを
国民に提供してきた結果、世界一の健康長寿国となった。世界のフロン

ティアを進む日本の高齢化は、ライフ ロイノベーション (医療 口介護分
野革新)を力強 く推進することにより新たなサービス成長産業と新 口も
のづくり産業を育てるチャンスでもある。          ´

したがつて、高い成長と雇用創出が見込める医療・介護・健康関連産

業を日本の成長牽引産業として明確に位置付けるとともに、民間事業者
等の新たなサービス主体の参入も促進 し、安全の確保や質の向上を図り
ながら、利用者本位の多様なサービスが提供できる体制を構築する。誰
もが必要なサービスにアクセスできる体制を維持しながら、そのために

必要な制度・ルールの変更等を進める。

(日 本発の革新的な医薬品、医療 口介護技術の研究開発推進)

安全性が高く優れた日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究

開発を推進する。産官学が一体となつた取組や、創薬ベンチャーの育成

を推進 し、新薬t再生医療等の先端医療技術、情報通信技術を駆使 した

遠隔医療システム、ものづくり技術を活用した高齢者用パーソナルモビ

リティ、医療・介護ロボッ ト等の研究開発・実用化を促進する。その前

提として、 ドラッグラグ、デバイスラグの解消は喫緊の課題であり、治

験環境の整備、承認審査の迅速化を進める。

(ア ジア等海外市場への展開促進)

医療・介護・健康関連産業は、今後、高齢社会を迎えるアジア諸国等
においても高い成長が見込まれる。医薬品等の海外販売やアジアの富裕

層等を対象とした健診、治療等の医療及び関連サー ビスを観光とも連携
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して促進 していく。また、成長するアジア市場との連携 (共同の臨床研

究・治験拠点の構築等)も 目指していく。

(バ リアフリー住宅の供給促進)

今後、一人暮らしや介護を必要とする高齢者の増加が見込まれており、

高齢者が居住する住宅内での安全な移動の確保や転倒防止、介助者の負

担軽減等のため、手す りの設置や屋内の段差解消等、住宅のバリアフリ
ー化の促進が急務である。このため、バリアフリー性能が優れた住宅取

得や、バリアフリー改修促進のための支援を充実するともに、民間事業

者等による高齢者向けのバリアフリー化された賃貸住宅の供給促進等に

重点的に取 り組む。

(不安の解消、生涯を楽しむための医療 口介護サービスの基盤強化)

高齢者が元気に活動している姿は、健全な社会の象徴であり、経済成

長の礎である。しかし、既存の制度や供給体制は、近年の急速な高齢化

や医療技術の進歩、それに伴う多様で質の高いサービスヘの需要の高ま

り等の環境変化に十分に対応できていない。高齢者が将来の不安を払拭
し、不安のための貯蓄から、生涯を楽しむための支出を行えるように医

療・介護サービスの基盤を強化する。

具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医
や医療・介護従事者の確保とともに、医療・介護従事者間の役割分担を

見直す。また、医療機関の機能分化と高度・専門的医療の集約化、介護

施設、居住系サービスの増加を加速させ、質の高い医療・介護サービス

を安定的に提供できる体制を整備する。

(地域における高齢者の安心な暮らしの実現 )

医療、介護は地域密着型のサービス産業であり、地方の経済、内需を

支えている。住み慣れた地域で生涯を過ごしたいと願つている高齢者は

多く、地域主導による地域医療の再生を図ることが、これからの地域社

会において重要である。具体的には、医療・介護・健康関連サービス提

供者のネットワーク化による連携と、情報通信技術の活用による在宅で

の生活支援ツールの整備などを進め、そこに暮らす高齢者が自らの希望

するサービスを受けることができる社会を構築する。

高齢者が安心 して健康な生活が送れるようになることで、生涯学習や、
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教養・知識を吸収するための旅行など、新たなシニア向けサービスの需
要も創造される。また、高齢者の起業や雇用にもつながるほか、高齢者
が有する技術 口知識等が次世代へも継承される。こうした好循環を可能
とする環境を整備していく。

これらの施策を進めるとともに、持続可能な社会保障制度の実現に向
けた改革を進めることで、超高齢社会に対応した社会システムを構築し、
2020年 までに医療・介護・健康関連サービスの需要に見合つた産業育成
と雇用の創出により、新規市場約 50兆円、新規雇用284万人を目標とし、
すべての高齢者が、家族と社会のつながりの中で生涯生活を楽しむこと
ができる社会をつくる。また、日本の新たな社会システムを「高齢社会
の先進モデル」として、アジアそして世界へと発信していく。
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資料1-2

成長戦略実行計画 (改訂工程表 )

+    (健 康大国戦略関係 )



早期実施事項
(2010年度に実施する事項)

2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2020年までに
実現すべき成果目標

l

l

1

11 医療・介餞サービスの基盤強化、」鶴者の安心な暮らしの実現

ゃ
新たな介護保険事業計画の策定12011年度)|

1

※診療報酬・介饉報酬の同時改定(2012年度)]
新たな医療計画の策定(2012年度)   =

※4疾病 :力%、 脳卒中、急性心筋梗菫、■尿病
5事業:救急、災書時、へき地、周産期、小

急性期医療の機能強化による平均在院日数
縮滅

1 0ECD平 均並み実働医師数の確保

１

一

１

医療提供体制 (マンパワーを含む。)に
関する今後の需要予測を踏まえたグラ
ンドデザインの策定

医療の市場規模
59Jヒ円

介護の市場規模
19兆円

新規雇用 201万人

平均在院日数 (19日 )

の縮減=国民のQOL
向上、職場・家庭への
早期復帰実現

医療・介護分野のセー
フティネット充実による
将来不安の緩和により、
「貯蓄から消費へ」の拡
大

グランドデザインの進捗評価と見直し

・4疾病5事業の医療連携体lllの構築強化
・国民に対する「病院機能の見える化」強化

・看饉師、薬剤師、介饉職員等、既存
の医療・介餞関連職種の活用促進・
役割拡大
・医療クラーク等の大幅な導入促進

遠隔医療の適切な普及のための
現行規制の解釈・要件明確化(2010
年度措置、以後継続的に検討・措置)

・ニーズを踏まえた遠隔医療の拡大に向けた法令等の見直し
・診薇報酬の活用その他のインセ万 ィプについて検討。結論

(いずれも2012年度までに)

介護サービス提供体制 (マンパワーを含
む。)に関する今後の需要予測を踏まえ
たグランドデザインの策定

介護基盤の整備(2009～ 11年度末ま
での合計で10万床整備) 24時間地域巡回型訪問サービス、レスパ

イトケア(家族の介護負担軽減)拡充の本
格実施

定期借地権を活用した介護施設等への未利用国有地の貸付等(2010年度運用開始)

・特別養饉老人ホームの公益性等
を踏まえた運営主体規制の見直し
く検討開始)

・いわゆる施設サービス等の供綸
総量に係る舎酌標準の数座

情報通信技術の活用等の効果を踏まえ
た効率的事業運営や人的資源有効活
用を促す規制改革の検討・結綸 :訪
問介饉事業所におけるサービス提供貴
任者配量基準 等

・グランドデザインの進捗評価と見直し
・地域包括ケア推進の法体系等の整備

(2012年度)

公的保険サービスを補完し、利用者の多様なニーズに応える介護保険外サービスの
利用促進策(地域における提供促進体制の構築強化を含む。)の検討・実施

民間事業者等によるサービス付き宙齢者
賃貸住宅の制度化に関する法律の改正

PPP(官民連携)による公共賃貸住宅
団地への医療・福祉施設導入



I健 康大国戦略

早期実施争現
(2010年 度に実施する事項)

2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2020年までに
実現すべき成果日標

1

1

1

2.医療・介饉と連携した健康関連サービス産業の成長促進と雇用の創出

l

l

i

l

l

l

Ｉ
Ｎ
Ｉ

31新たな医療技術の研究開発・実用イ
1促

進

]

l

l

l

l

l

l

1

:

l

l

l

l

l

l

l

l

健康関連サービス産業
《来)と雇用の創出
市場規模  25兆円
新規雇用  80万人

生活習慣病の大幅改善
(→考)全死亡者数の6割、国民医菫費の
3薇 (約11兆円)を生活習慣病で費消

健康寿命の延伸
0考住)健康寿命 :男性73歳・女性78歳

―WH02010(平 成19年億)

※「新しい公共Jや民間事業者による健
康・生活支援サービス(疾痢予防・疾痢
管理サービス、配食、移動・移送、健康
食品、LHa8、 健康り

"シ
ー教育、

菫し、二泉指導、フィットネス、パイタル
センサー配備等の住宅サービス等 )

「(新 )健康日本21」策定(2012年度
までに)、 その取組の推進

・医療・介護と生活との関わりを支援する
健康関連サービス事業者の品質基準の
整備
・医行為グレーツーンの整理・明確化
・医療・介霞・健康関連サービス事栞者
間の連携標準約款の策定
ていずれも継機的に2010年度から措置)

医療・介護と関わる生活を支援する
事業者を中心としたコンソーシアム
の形成

先進的な取組を踏まえた地域の健康
づくり成功モデルの追求、展開促進

多様な事業者のシームレスな連携を前提とした医療・介護・健康に係る個人情報の取
扱ルールの策定、情報システムの標準化・互換性確保

研究者・民間事業者等による日保有
のレセプトデータ等の利活用に関す
るルールの整備

データ利活用の申請受付
の開始(2011年度早期)

国民の健康な生活を支えるサービス提供人材
(健康リテラシー向上や医療等情報システムを担う人材を含む。)の強化・青成

コンソーシアムの創設と研究支
援人材配置・研究費の重点配
分・先進医療等の規制緩和

医療技術実用化を加速する臨床研
究コンソーシアムの創設検討、重点
研究テーマの設定

革新的新薬・医療機
器、再生医療、生活支
援ロボットの開発・実
用化

経済波及効果1.7兆 円
新規雇用3万人

。再生医療に関する前臨床―臨床研
究事業の一元的な公募審査
。再生医療の臨床研究から実用化ヘ
の切れ日ない移行を可能とする制度

。再生医療の公的研究開発事業のフア
ンディング及び進捗管理の―元的実施
。再生医療の実用化促進に資する制度
的枠組みの整備

基盤技術開発や人材育成等による
′`イオベンチャー支援の検討開始

生活支援ロボットの基本安全性・評価
手法の確立、安全性の確立したものに
ついての普及策の検討

高齢者用パーソナルモビリティ(個

人用移動装置)の公道使用の検討
開発状況に応じた個別の安全基準及び
認証体系・インフラの整備、普及策の実
施



:

1

:

2011年度に
実施すべき亭項

l

l

i

:

l

i

―
∞
―

未承認薬・機器を提供する医療機関
の選定とネットワーク化

先進医療の評価・確認手続の
簡素化

ドラッグラグ、デバイ
スラグの解消

千 獨 暉 い い 事 Vノ ロ ‐ ■・●7H~′ ′`レ出

研究拠点の整備を含む「ポスト治験活

未承認医療機器の臨床研究に係る
薬事法適用範囲の明確化 医療機器の開発・製造に係る法的論点の整理と解決

。医薬品医療機器綸含機構の人員増
強、アカデミア・企業等との人材交流

・臨床辞薔ガイドライン等の各種ガイド
ラインの策定

・アジア各国の書壺機田への技術協力
の検討

米国並みの審査期間(医薬12ヶ 月、機器14ヶ 月

『日本発シーズの実用化に向けた薬事
戦略相談(仮称)」の日設

・既存データベースの活用
・大規模医療情報データベースの構

革新的医薬品・医療機器を評価するた
めの償還価格制度の見直し検討

略
・

Ⅲ
… ―

N―
―

―

・ ‐・ ‐・-441"″ _oし
"_16■ ■.‐蘊 ,‐ |―― ■‐■ _●二 、Ⅲ

^■
●_´ ● ■ .‐ 、― _、●■,‐‐ ‐●:_._.,‐ 、 ―ヽ ヽ |ヽ‐

・ ・ ‐・ 1      1

早期実施事項
(2010年度に実施する事項)

5.医療の国際化推進

ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解却
I

。いわゆる「医療滞在ビザJの設置(査  I ・外国人医師・看1

証・在留資格対応)        1 規制緩和の実施

編 協 翻
師による国内診療等

1多暫讐慧:島亀合計
推進体制げロモーショ

|

明 合継欝
進体制げ ロモー

1 鰤
入れに資する医療機関認

  |・医療言語人材の育成        ]・

l

l

1

:

:

:入れ開始

I

I

I

2013年度までに
実施すべき事項

「国際医療交流J

1

:

I

2020年までに
実現すべき成果目標

日本の高度医療及び
健診に対するアジア
トップ水準の評価・地
位の獲得

国際医療交流 (外国人患者受
入れ)のための
・規制緩和の検討・実施
・推進体制・認証制度創設の検討

国際医療交流のための
。規制緩和の実施
・推進体制及び認証制度の整備
・医療機関のネットヮーク化



資料 2 第 2回国家戦略会議資料

イノベーションを通じた新産業・新市場の創出に向けて

(抜粋 )

平成 24年 3月 2日

岩 田 ―政

緒方  貞子

古 賀 伸 明

長谷 川閑史

米倉  弘昌

これまで我が国の経済は、良質な人材 としての豊富な労働力、円滑な資金供
給を可能に した資本力、そ してイノベーションを引き起 こす高い技術力・創造
力で支えられてきた。経済を再生 し、力強い成長を取 り戻すために、今こそオ
ールジャパンで、広 くイノベーションの動きを促進 し、新たな市場の開拓や新
産業と雇用の創出を目指すべきである。

1.新成長戦略のフォローアップの実

政府は、引き続 き、新成長戦略で示 した工程表に沿つて、実現すべき成果目
標の確実な実現に取 り組むことが重要である。

日本再生戦略策定にあたっても、まず新成長戦略の施策のフォローアップを
行い、実行が遅滞 していた り、加速化が必要な取組を抽出 し、障害となってい

る要因や対応策を整理・具体化 し強力に推進すべきである。その際、施策の進
捗状況だけでなく、期待されていた効果が出ているかどうかについても可能な
限り評価するべきである。

その上で、新たな取組についても検討・追加を行い、具体化に向けた取組を
進めるべきである。なお、この際、東日本大震災や原発事故への対応も十分踏
まえて行うべきである。

2.新産業 口新市場の創出に向けた

戦略 7分野の うち、「イノベーションを通 じた新産業・新市場の創出」の観点
から特に重要な「ライフ・イノベーション」、「グリーンロイノベーション」、「科
学 口技術・情報通信」の 3分野について、 1.の 観点から検討 したところ、強
化すべきと考える取組を示 した (「 科学～」については3.で記載 )。

なお、今後の フォローアップの中でさらにこの作業を進めるとともに、 3分
野以外でも同様の観点で強化すべき取組を抽出 し、推進すべきである。

-9-



(1)ラ イフ ロイノベーション

世界の医薬品 口医療機器市場が拡大する一方で、国内市場は輸入超過である。
我が国の高い技術力を活か した医療技術を早期に実用イヒすることで、国際競争
力のある日本発の医薬品・医療機器 口再生医療を生み出していくべきである。

このため、次世代医療を研究か ら実用化まで一気通貫で取組む体制の整備や
ドラッグラグ、デバイスラグ解消の取組をは じめ、医療分野が日本の再生を担
う新 しい成長産業に育つことを目指 した規制 口制度改革等に果敢に取 り組むベ

きである。また、これ らの取組を盛 り込んだ「医療イノベーション戦略」を早
急に具体化するべきである。

さらに、ICTを最大限利活用 した遠隔医療や新たに内外需開拓の可能性のある
ヘルスケア産業等の拡大のための制度整備にも取 り組むべきである。このため、
まず、以下の取組等を進めるべきである。

・オールジャパンの創薬体制 となる「創薬支援機構」を速やかに設置するべき。
・医療機器 口医薬品・再生医療の各特性に適合するよう規制・制度を見直すべ

き。特に医療機器は、条件付承認を活用 して迅速に市場に投入できる仕組みを
導入するべき。

・初診・急性期でも遠隔医療が可能かどうかについて柔軟に医療現場で判断で

きることを明確化すべき。また、遠隔医療の普及拡大、処方せん電子化に向け
た具体的道筋を示すべき。

・ヘルスケア産業や育児支援産業等、新たに市場と雇用を創出する事業につい
て法律上の措置を講 じる等、支援するための仕組みを構築するべき。
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資料 3

スケジュール

<新成長戦略全体フォローアップ>  <日 本再生戦略工程表>

第 2回国家戦略会議 総理指示3月 2日 (ると)

9日  ←金)

3月 15日 (木 )

閣僚懇談会 国家戦略担当大臣発言

新成長戦略全体フォローアップチーム会合

ム
ロ

＋
メ開討検の

―
―
―
）

表程工略戦生再本日プツア一ロオ

！
―
―
）

フ

各府省庁 調査票の提出4月 上旬

4月 下旬

～ 5月 上旬

新成長戦略全体フォローアップチーム会合

・フォローアップ結果 とりまとめ

年央

国家戦略会議

・フオローアップ結果報告・公表

日本再生戦略本文・工程表を決定
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`|

新成長戦略全体フォローアップ 進捗状況・施策効果調査 調査票様式 資料4
取 りまとめ 省庁 :O
日
号

項
番 項 目名 部局名 2010年 度の実施状況 2011年 度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果口効果 (数字 ) 加速化を図る施策

1

・新成長戦略
工程表の小
項目ごとに
項目名を記
載

○○○省
○○○局
○○○課

関係省庁
○○○省
○○○局
○○○課

・工程表の「2010年度に実施す
る事項」に沿つて、施策の実施
状況を記載

・工程表の「2011年度に実施す
べき事項」に沿つて、施策の実
施状況を記載

・工程表に基づく施策のこね
までの進捗について、A～ D

〔いること
こかつたも1

-部を実 |

|て は実施
)ヽ

屯策が実 1

:い )

施策の実

【ボトルネック、解決策】
・工程表の期限内に全て実
施できなかつた場合(C～ E)

には、実施上ボトルネックと
なっている課題等、及び、そ
の克服に必要なものを記載

・Eとした場合は、その具体
的内容を記載

嚇　‥実施済，中『動叫か［‐‥実施済］『軸嘲確認でき‐神中い轟

ず
　
〕
に
釜
■

に
効
確

理
に
金
年
成
確

ン
に
し
き
潤

に

た

ぐ

　

　

‐

サ

‐

臥

Ｃ

‐

４

月

Ｆ

Ｃ

Ｃ

ｔ

ｔ

眈

Ｃ

．

Ｅ

Ｃ

騨
咸
網
助
　
餞
碑
吐
組
週
　
降
慟
　
　
鮮
　
　
謝

螺畷】晦詢嘔初　畷誠帷喘】

中̈」̈
¨̈
Ｆ̈̈̈
刺」̈
駆け響嗣‐い”，̈割

副
酬
罰
酬
珈
司
司

|∬雛誘膝雉

※必須記載事項

【2020年の成果目標の達成状況】
・対応する新成長戦略の2020年の
成果目標に対して現時点において
どのような成果が上がっている
か、数値等によりできる限り定量
的かつ具体的に記載

・データ把握の制約等のために成
果目標に対応した直近の数値が
示せない場合には、成果目標の
進捗を示す代表的・代替的な評価
指標とその数値を記載

【ボトルネック、解決策】
・2020年の成果目標の実現状況
が当初の伸び率等の想定に比し
て十分でない場合には、ボトル
ネックとなっている社会経済的、政
策的課等や、更に成果・施策効果
をあげるための解決策及びその
実施スケジュール等を記載

・工程表の「2013
年度までに実施す
べき事項」のうち、
すでに実施した施
策、又は、2012年
度に前倒して実施
することを検討し
ている施策があれ
ば、その施策の内
容を記載



医療イノベーション5か年戦略の基本的な考え方

平成24年4月

内閣官房

医療イノベーション推進室



医療イノベーションとは :

医薬品、医療機器や再生医療をはじめとする最先端の医療技術の実用化
⇒国際競争力の高い関連産業を育成し、その成果を国民の医療・健康水
準の向上に反映させることを目指す

(「ライフイノベーションによる健康大国戦略」)

「新成長戦略実現会議」(平成22年 11月 8日 )で、「医療イノベーション会

議」の設置を決定。(設置当初は、内閣官房長官が議長)

【メンバー】※本年から下記のメンバーに変更 (今年2月 に開催予定)

議 長 :国家戦略大臣

構成員 :官房副長官、文科大臣、厚労大臣、経産大臣、総務大臣、
科学技術担当大臣

産業界代表 (医薬品、医療機器)、 学界代表

2



産学官より人材を集めた、医療イノベーションを推進する「国の司令塔」
(平成23年 1月 7日 に内閣官房に設置)

【現在の体制】
室  長:松本洋一郎 (東京大学 )

室長代行 :岡野 光夫 (東京女子医科大学)

特別顧間:田中耕― (島津製作所)

次長 :産業界 (医薬品、医療機器 )

学界 (東大、京大、阪大、国立がんセンター、国立循環器センター)

官 (内 閣官房)

室員 :産業界 (医薬品、医療機器業界等 )

官 (文科省、厚労省、経産省、総務省)

学界 (国立がん研究センター、国立循環器病センター)



【目標】
・医療関連分野を成長産業に育成
口世界最高水準の医療を国民に提供 (患者目線での医療の質向上)

⇒我が国の持続的な経済成長と健康長寿社会の実現を目指す

主要な課題:①欧米からの輸入依存、②支援の分散化
③次世代医療普及のためのインフラ未整備、④全般的な保守的志向

今後5年間で、革新的な新薬・医療機器を創出する技術・インフラ・制度など
の基盤を確立することが当面の目標

4

口欧米において開発された医薬品口医療機器に依存している我が国の

医薬品・医療機器産業の国際競争力強化
⇒革新的な新薬・医療機器を創出する技術・インフラロ制度などの

基盤確立と産業構造改革・国際標準取得等による産業力強化
口再生医療、個別化医療など次世代医療を実現できる体制構築
⇒次世代医療の実用化に不可欠な大規模なインフラ(医療IT含む)、

制度・運用の強化、技術開発口産業力強化、医療システムの整備



【基本的な考え】
・20年後を見据えた、既存の仕組み・思考に捉われない施策
・我が国の強みを伸ばす視点で基礎から実用までの切れ目ない一貫した支援
・ボトルネック部分を解消して、重点的に支援する分野を絞り込み
⇒支援が全体最適となるように努める

特に以下の点を重点化
。国内におけるシーズ開発力の強化
・シーズ開発を確実に実用につなげる橋渡し・臨床開発の強化
・技術開発との相乗効果により大きなシステム・イノベーションにつながる

ような規制・制度改革
・医療分野の産業としての競争力を高める周辺産業・技術の強化
・海外への市場拡大と国内生産力の向上

・規制。制度改革と予算支援の一体的な実施
・予算の柔軟な活用・運用
・共通基盤の集約化。大規模化
・抜本的システム改革と短期の成功事例作り

O未来型医療 (個別化医療、再生医療等)により医療システムを抜本的に変革

○医薬品口医療機器産業を日本の成長産業に

O医療の質を上げつつ医療費の増大を抑える、費用対効果の高い医療を実現

そのための方法

-



1 革新的医薬品口医療機器創出のための5か年戦略
●『日の丸」印の医薬品・医療機器の創出と産業競争力強化
①国内のアカデミアヘの技術開発支援の充実・重点化によるシーズ開発力の強化
②国内のアカデミアの優れた基礎研究の成果を実用化研究につなげるためのオール
ジヤバン体制による橋渡し機能強化
― 新薬 (バイオ医薬品を含む )・ 医療機器の開発に必要なインフラの整備
― ベンチャーをはじめとする周辺産業の育成 等

③国際水準の臨床研究・治験環境の強化(臨床研究中核病院等の機能強化を含む)

④イノベーションを促す承認審査や保険償遺等の制度・運用の強化
― PMDAの審査体制の強化
― 医療機器の特性に鑑みた規制のあり方の検討
― レギュラトリーサイエンスの推進 (国衛研の強化等 )

一 イノベーションの適切な評価 等

⑤企業競争力の強化
― 高度なものづくり技術を有する異業種・中小企業の新規参入促進
― 研究開発税制の拡充
― 医療機器の国際標準取得
― 医療技術・サービス等が一体となった海外進出による海外への市場拡大の推進 等

●患者目線にたつた医薬品・医療機器提供体制の整備

①医療上必要な世界標準の医薬品・医療機器のラグの解消

②極めて患者数の少ない疾患治療薬・医療機器の開発支援強化



‖ 世界最先端の医療実現のための5か年戦略
(個別化医療)

①研究の推進
②個別化医療推進のためのインフラ整備(バイオバンク、医療ICTインフラの強化、メ
ディカルインフォマティクス機能強化等)

③個別化医療の普及に必要な制度・運用の強化
④個別化医療を支える新たな医薬品・医療機器の開発推進

(再生医療 )

①研究資金の重点化・拡充
②再生医療推進のために必要な細胞のストック機能・細胞培養施設などのインフラ整
壺(ストックする細胞について我が国発の規格・標準の確立を含む)

③再生医療を迅速に実用化させるための制度・運用の強化
④再生医療製品の開発促進(重点技術に集中して関係省庁が連携して成功事例を生
み出す仕組み構築)と製造・販売産業等の振興

(その他の医療イノベーション推進のための横断的施策)

①大学、ナショナルセンター等が連携したオールジヤパンの研究連携体制の構築
②知的財産戦略の強化
③情報通信技術の活用・ネットワーク化による医療サービス・技術の高度化
④医療イノベーションを担う人材の育成
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平成24年
2月 15日

2月 24日

2月 ～4月

医療イノベーション会議幹事会

医療イノベーション会議

日本再生戦略

4月

5月

医療イノベーション会議

実務者レベル会合

医療イノベーション会議幹事会

革
新
的
医
薬
品
・医
療

機
器
産
業
発
展
の
た
め

の
政
策
対
話


